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１１１１    空き家バンクとは空き家バンクとは空き家バンクとは空き家バンクとは    
 

現在、豊郷町には約 100 戸の空き家があります。豊郷町では今後、こうした空き家を

そのまま放置するのではなく、移住者やその子どもの増加、また、地域の皆さんが集ま

ったり他の人たちと交流したりする「拠点」として、有効に活用していく予定です。 

そのため、豊郷町が管理するホームページとして「空き家バンク」を開設し、空き家

の賃貸や売却を希望する方に、空き家の情報を登録していただき、移住者の増加や交流

拠点として空き家を利用したい方に、情報を提供していく予定です。 

 

 

 

 

 

 

 

２２２２    空き家バンクでの情報提供の流れ空き家バンクでの情報提供の流れ空き家バンクでの情報提供の流れ空き家バンクでの情報提供の流れ    
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①バンクに登録申請 

交渉・契約仲介                 交渉・契約仲介 

Ａ Ｂ 

豊郷町 空き家バンク 

豊郷町役場 企画振興課 

空き家バンク 

の保守・管理・更新 

②現地確認 

（宅建業者が同行） 
豊郷町 

③宅建業者との媒介 

契約を報告 

④バンクに空き家情報

を登録・公開 
⑤空き家が欲しい、空

き家を利用したい人が

利用を申請 

⑥公開物件の案内 

滋賀県宅地建物取引

業協会（宅建業者） 

協定 締結 
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３３３３    空き家バンク登録の流れ空き家バンク登録の流れ空き家バンク登録の流れ空き家バンク登録の流れ    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■役場職員、滋賀県宅地建物取引業協会から派遣された宅建業者、希望

者の３者が揃って、物件の現地調査を行います。 

（不動産の権利関係が複雑な場合や、大規模な修繕が必要な場合な

ど、状況によっては、登録をお断りすることがあります） 

■現地調査後、宅建業者と媒介契約をしていただきます。 

■その後、空き家バンクに空き家の地区、インフラ（電気・ガス・水道

等）の状況、売却 or 賃貸の希望などの情報登録・公開します。 

■利用希望者から申し込みがあった場合、所有者の方へ、町または宅建

業者から連絡をします。 

■その後、宅建業者の仲介により、利用希望者との交渉を進めます。 

■賃貸・売却物件の提供を希望される方は、豊郷町役

場まで空き家バンクへの登録を申請してください。 

【窓口：豊郷町役場 企画振興課】 

Ａ 

Ｂ 

■空き家の詳しい情報を知りたい方や見学を希望する方は、直接、豊郷町

役場まで問い合わせてください。 

【窓口：豊郷町役場 企画振興課】 

■宅建業者が物件をご案内します。豊郷町役場職員や空き家の所有者が

同行する場合もあります。 

■そのまま空き家の賃貸・購入を希望される場合には、宅建業者に申し

込んで下さい。 

■宅建業者から、空き家の所有者に連絡します。 

■その後、宅建業者の仲介により、空き家の所有者と

の交渉を進めます。 

■空き家バンクに、空き家の地区、インフラ（電気・

ガス・水道等）の状況、所有者の希望（売却 or 賃貸

希望）などを掲載します。（情報は随時更新します） 

宅建業者 

現地調査 

媒介契約 

物件登録 

物件の交渉 

空き家等 

情報提供 

物件の交渉 

現地見学 

利用希望の 

申請 

空き家・空き地の提供を希望する方（利用希望者） 

賃貸・売却物件 

登録申請 

空き家・空き地を提供していただける方（空き家の所有者） 

成 立 

豊郷町役場 企画振興課 


